
１ 案件名称 

  生野区役所２階申請書作成支援システム用電源回路増設工事 

 

２ 工事場所 

  大阪市生野区勝山南３－１－19 

  生野区役所２階 

 

３ 履行期限 

  工事履行期限：令和７年２月 28日（金） 

  報告書類提出期限：令和７年３月 14日（金） 

  ※作業実施日は原則として土曜日・日曜日・祝日とし、詳細は契約締結後発注者と調整

のうえ決定する。 

 

４ 工事内容 

  「申請書作成支援システム」導入に伴うブレーカー及びコンセントの増設 

（１）ＥＰＳ内にある分電盤内の予備枠にブレーカーを増設すること。 

（２）上記で増設したブレーカーから天井裏を経由し指定場所までの電線を引き込み、コン

セント（３箇所）を設置すること。（別紙「平面図」参照） 

  ※配線は設置機器電力に耐え得る仕様であること。 

  （参考）申請書作成支援システムの消費電力等  

・制御部：消費電力 80W、電源電圧 AC100V・50/60Hz 

・スキャナ部：消費電力 80W、電源電圧 AC100V・50/60Hz 

・プリンタ：消費電力 80W、電源電圧 AC100V・50/60Hz 

 

５ 実施体制等に関する事項 

受注者は、業務責任者（業務を総合的に把握し、かつ調整を行い、従事者を指揮監督

するとともに、本工事の施工にあたり発注者と連絡がとれる者）を定め、その内容を本

契約締結時に発注者に届け出なければならない。 

なお、本工事に従事する者が１名の場合は、その者を業務責任者とせず、別の者を業

務責任者とすること。 

また、本工事に従事する者は、第一種電気工事士の資格を有する者とする。 

 

６ 委任または下請負について 

（１）受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を

発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

（２）発注者は受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求す



ることができる。 

（３）受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第２条第３項に

定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入

建設業者」という。）を下請負人としてはならない。 

(ア)健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

(イ)厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

(ウ)雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

（４）前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、

当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができ

る。 

(ア)受注者と直接下請契約を締結する下請負人については、発注者が受注者に対して、

当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をした事実を確認すること

のできる書類（以下「確認書類」という。）の提出を求める通知をした日から30日

以内に、受注者が発注者に当該確認書類を提出した場合 

(イ)前号に掲げる下請負人以外の下請負人については、発注者が受注者に対して確認書

類の提出を求める通知をした日から60日以内に、受注者が発注者に当該確認書類を

提出した場合 

(ウ)前２号に掲げる確認書類を提出できないことについて、合理的な理由があると発注

者が認めた場合 

 

７ 提出書類 

受注者は、工事完了後、履行期限までに下記の書類を発注者に提出すること。 

（１）業務完了報告書 

（２）本工事施工後の写真 

（３）本工事施工場所の電源回路箇所及び器具・コンセントの配置がわかる図面 

（４）試験成績報告書（絶縁抵抗測定結果） 

 

８ 服務規律 

（１）受注者は、従事者に対し、業務を行うに適した統一した服装・腕章・胸章等を着用さ

せ、業務の従事者であることを明確にすること。 

（２）受注者は、業務の履行を通じて知り得た業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。

このことは、契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。 

（３）受注者は、発注者の信用を失墜する行為をしてはならない。 

 

９ 経費の負担 

（１）業務の実施に必要な電力、水道及びガス等の光熱水料は、契約書等に別に記載がある



場合以外は発注者の負担とする。 

（２）次に掲げるものは、契約書等に別に記載がある場合以外は受注者の負担とする。 

（ア）工事実施に必要な消耗品及び工具、計測機器等の資機材 

（イ）従事者の制服・腕章・胸章等 

（ウ）関係諸法令に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等に関する費用 

（エ）仕様書等で規定する各種報告書類の用紙等 

 

10 資料等の整理・保管 

受注者は、業務に関係する図面、図書等の資料の保管を行い、発注者の請求に基づき

速やかに提出できるよう整理しておかなければならない。 

 

11 債務不履行に対する受注者の責任 

（１）受注者は、業務について、この契約に定められたとおり履行できないことが明らかに

なったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。 

（２）前項の報告を受けた場合、又は受注者がこの契約に違反したことが明らかになった場

合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相

当の期間を定めてその履行を請求し、若しくは履行とともに損害の賠償を請求し、又

はその履行に代えて損害の賠償を請求することができる。 

 

12 遵守事項 

（１）受注者は、本業務の遂行にあたっては関係諸法令を遵守し、危険防止及び安全確保に

万全の措置を講じ、業務の円滑な進捗を図るものとする。なお、諸法令の運用及び適

用については、受注者の責任において行うこと。 

（２）受注者は、発注者の指示に従い、施設の損傷や災害の防止に努めること。万一、施設

に損傷を与え若しくは災害を発生させた場合、又は業務を行うにつき第三者に損害を

及ぼした場合は、受注者において速やかにその損害の補償・賠償を行うこととし、本

市は一切の責任を負わない。ただし、本市の責めに帰すべき事由においてはこの限り

でない。また、発注者から指示があれば、受注者負担で養生を行うこと。 

 

13 その他 

（１）見積書の提出にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定

の方法により質問し、その内容を熟知のうえ提出するものとする。質問受付期間経過

後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈による

ものとする。 

（２）受注者は、工事施工中に建物の不良箇所・破損等を発見した場合や、火災・盗難等の

異常事態が発生、もしくは発生を予知した場合は、速やかに発注者に届けること。 



（３）受注者は、工事の施工に対し、十分な安全対策を施し、施工すること。 

（４）作業を行うにあたり、契約以外の内容でやむを得ず施設もしくは用地の一部を加工、

移動、撤去等する場合は、発注者の同意を得ることとし、受注者の責任において安全

対策を施すこと。 

（５）本仕様書に明示し難い細部については、発注者と協議し、最善の方法で施工すること。 

（６）受注者は、発注者が必要と認めるときは現場安全巡視、工事の進捗状況の確認、施工

状況等の確認に随行し、また、発注者の要請に応じて、資料の提出を行うこと。 

（７）受注者は、工事完了後直ちに仮設物を取払い、材料ごみ等を搬出して跡片付けを完全

に行うこと。 

（８）本工事において生じた産業廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律同施行令」に基づき、受注者の責任において適切な処理をすること。 

 

14 担当 

  大阪市生野区役所企画総務課 

〒544-8501 大阪市生野区勝山南３－１－19 

電話：06-6715-9625 

 

  



公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務（以下「当該業務」という。）の履行

に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成 18年大阪市条例第 16号）

（以下「条例」という。）第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたときは、

速やかに、公益通報の内容を発注者（生野区役所企画総務課）へ報告しなければならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、

条例第 12条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（生野区

役所企画総務課）へ報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行

う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務

の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条

例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 

 

 

 

特記仕様書 

 

第 1 条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法

又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の生野区役所コンプライ

アンス担当【企画総務課（連絡先：０６－６７１５－９００１）】に報告しなければならない。 



（別紙「平面図」） 
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